
中山間地域等直接支払制度 

 

中山間地域とは？ 

 中山間地域とは、平野部とは違い耕作を営む条件が不利な地域を指します。

山間地の多い日本では、このような中山間地域が、全体の約７割を占めていま

す。その中に、日光市も含まれています。 

 

 

中山間の役割は？ 

 中山間地域は、流域の上流部に位置することから、農地が持つ洪水の防止な

どの多面的機能（国土の保全・水源のかん養・自然環境の保全・良好な景観形

成・文化の伝承・地域社会の維持活性化等）を維持することによって、下流域

を含む住民の暮らしを守っています。 

 

中山間地域等直接支払制度とは？ 

 中山間地域の農業においては、高齢化に伴う担い手不足や農産物価格の低迷、

あるいは鳥獣被害（サル、シカ、イノシシ等）などにより、耕作放棄地が増大

するなど、農業活力の低下が心配されており、日光市も例外ではありません。

このため、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止し、農業を続

けながら農地が持つ上記多面的機能を確保することを目的に、平成１２年度か

ら導入されたのが「中山間地域等直接支払制度」です。 

 具体的には、適切な農業を続けられるように、平野部と比べ不利な農業生産

条件を補正するために支援を行うもので、５年間の集落協定を結び共同活動な

どを通じ、農地を維持する農業者等に交付金を直接支払う制度です。 



日光市における取組の概要 

 日光市では、今市地域で７集落、日光地域で２集落、栗山地域で２集落（個

別協定）が、取組みを実施しています。 

 各集落においては協定参加者が共同で農地や水路・農道などを維持・管理し、

農業を継続するとともに、耕作放棄地の発生を未然に防止することを目的とし

た取組みを行っています。 

令和 2 年度から開始された第 5 期対策では、農業生産活動等を継続するため

の活動」に加え、「集落戦略の作成」に取り組む場合にのみ、交付単価が１０割

となります。 

 また、協定締結内容に基づき、鳥獣被害防止対策、担い手の育成・確保、農

業用機械の共同利用などの取組や地元小学校などと連携した取組が行われてい

ます。 

 こうした活動経費に、交付金が使われています。なお、この交付金は、国が

１／２、県が１／４、市が１／４負担をしています。（特認地区においては国が

１／３、県が１／３、市が１／３） 

 

 

 次に中山間地域等直接支払交付金実施状況を報告いたします。 

 

 



中山間地域等直接支払交付金交付実績 

 

１ 中山間地域等直接支払交付金支払実績（第 5 期対策）（令和３年度） 

 

中山間地域等直接支払交付金…平野部と比べ農業の生産条件が不利な地域にお

ける農業生産活動を続けられるよう支援を行うもので、５年間の集落協定を結

び共同活動などを通じ、農地を維持する農業者等に交付金を直接支払う制度。 

 



２ 集落協定及び個別協定の締結状況（令和３年度） 

（単位：件、戸、㎡、円） 

区 分 協定締結数 参加農家数 
交付農用地 

面積 
交 付 額 

集落協定 9 170 1,279,971 16,027,458 

個別協定 2 2 144,461 870,108 

計 11 172 1,424,432 16,897,566 

注） 集落協定の参加農家数は、協定に参加している延べ農家数を記入 

   個別協定の参加農家数は協定認定者数を記入 

 

 

３ 負担割合（令和３年度） 

（単位：円）   

区  分 都道府県費 市町村費 計 

通常基準 371,472 371,481 742,953 

特認基準 5,137,216 5,137,232 10,274,448 

計 5,508,688 5,508,713 11,017,401 

 

集落目標内容等…景観作物の植栽・防護柵等設置・草刈機の導入・共同草刈作

業・地域の実情に即した農業生産活動等の継続を行う。 

※ 農林課では定期的に現地調査を行っています。 

 

 

 


